
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
八
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並

び
に
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、

同
法
第
七
十
八
条
第
三
号
及
び
第
百
十
五
条
の
十
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

事
業
者
の
名
称 

 
 

一
般
社
団
法
人
令
和
会 

二 

事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
笠
原
一
丁
目
八
番
十
五
号 

三 

事
業
所
の
名
称 

 
 

特
定
施
設
グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
み
や
し
ろ 

四 

事
業
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
笠
原
一
丁
目
八
番
十
五
号 

五 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

 
 

一
一
七
〇
五
〇
一
一
一
六 

六 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護 

 
 

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護 

七 

指
定
取
消
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日 

 
 

 


